
○ 合流式・分流式下水道の歴史
昭和３０年代までの下水道は、河川の下流部にある大都市を中心として、浸水防除と下水道の普及促進を

テーマとしていたので、雨水と汚水を同時に収集できる合流式下水道による整備が積極的に図られてきた。
しかし、その後、昭和４５年に水質汚濁防止法等の公害関係法の整備がされ、環境汚染に対する規制が国家

政策的に強化された。その結果、公共用水域の環境基準を達成する必要性から、未処理下水の河川等への直
接流入を防ぐことが重要であることを踏まえ、分流式下水道による整備が進められてきている。
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＜合流式＞

・管が１系統で済むので、地下埋設物との競合は少なく、施工安易で、安価である。
・管経が大きく管こう配が小さいので、管内に堆積し易い。雨による管内洗浄が行われる。
・初期雨濁汚水を収集・処理することが可能である。遮集量を超える分は、未処理で水域へ放流される。
・汚濁物が水域へ流出し、水質汚濁・環境リスクのおそれがある。雨天時超流流水対策が必要。
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＜分流式＞

・管が２系統になるので、狭い道路には施工が困難であり、汚水管、雨水管を建設する場合は高価となる。
・汚水は全て処理場で処理されるが、雨水はそのまま水域へ放流される。
・誤接合（雨水管と汚水管の接合）への注意が必要。
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○合流式下水道と分流式下水道の特徴

合流式・分流式下水道について
【資料３－１】



合流式下水道の現状（平成１５年度決算より）

① 合流管敷設事業数
（流域・特定公共除く）

・公共下水
１９３事業（事業の１２．４％）

・特定環境保全
１事業（ 〃 ０．１％）

・農業集落排水
３事業（ 〃 ０．２％）

合 計１９７事業（ 〃 ４．０％）

① 合流管敷設事業数
（流域・特定公共除く）

・公共下水
１９３事業（事業の１２．４％）

・特定環境保全
１事業（ 〃 ０．１％）

・農業集落排水
３事業（ 〃 ０．２％）

合 計１９７事業（ 〃 ４．０％）

② 行政人口別
合流式実施団体数（公共のみ）

・人口３０万人以上
５６団体（２９．０％）

・人口１０～３０万人
７７団体（３９．９％）

・人口５～１０万人
３４団体（１７．６％）

・人口５万人未満
２６団体（１３．５％）

○平均人口 ３３９，２４４人

② 行政人口別
合流式実施団体数（公共のみ）

・人口３０万人以上
５６団体（２９．０％）

・人口１０～３０万人
７７団体（３９．９％）

・人口５～１０万人
３４団体（１７．６％）

・人口５万人未満
２６団体（１３．５％）

○平均人口 ３３９，２４４人

③ 処理区域内人口別
合流式実施団体数（公共のみ）

・人口３０万人以上
３６団体（１８．７％）

・人口１０～３０万人
７０団体（３６．３％）

・人口５～１０万人
３５団体（１８．１％）

・人口５万人未満
５２団体（２６．９％）

○平均人口 ２８７，６６２人

③ 処理区域内人口別
合流式実施団体数（公共のみ）

・人口３０万人以上
３６団体（１８．７％）

・人口１０～３０万人
７０団体（３６．３％）

・人口５～１０万人
３５団体（１８．１％）

・人口５万人未満
５２団体（２６．９％）

○平均人口 ２８７，６６２人

④ 供用開始別
合流式実施団体数（公共のみ）

・供用２５年以上
１７５団体（９０．７％）

（うち30年以上,143団体）

・供用１５年～２５年
１７団体（ ８．８％）

（うち20年以上,10団体）

・供用５年～１５年
１団体（ ０．５％）

・供用５年未満
０団体（ ０．０％）

○平均供用年月日 ３５．９年

④ 供用開始別
合流式実施団体数（公共のみ）

・供用２５年以上
１７５団体（９０．７％）
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・供用５年～１５年
１団体（ ０．５％）

・供用５年未満
０団体（ ０．０％）

○平均供用年月日 ３５．９年

⑤ 管延長における合流管比率
合流式実施団体数（公共のみ）

・７５％以上 １８団体（ ９．３％）
（うち100%,4団体）

・５０％以上～７５％未満
９団体（ ４．７％）

・２５％以上～５０％未満
３８団体（１９．７％）

・１０％以上～２５％未満
８１団体（４２．０％）

・１０％未満 ４７団体（２４．４％）

○平均合流管比率 ３１．０％

⑤ 管延長における合流管比率
合流式実施団体数（公共のみ）

・７５％以上 １８団体（ ９．３％）
（うち100%,4団体）

・５０％以上～７５％未満
９団体（ ４．７％）

・２５％以上～５０％未満
３８団体（１９．７％）

・１０％以上～２５％未満
８１団体（４２．０％）

・１０％未満 ４７団体（２４．４％）

○平均合流管比率 ３１．０％

⑥ 汚水経費回収率別
合流式実施団体数（公共のみ）

・１００％以上
１９団体（ ９．８％）

・７５％以上～１００％未満
４５団体（２３．３％）

・５０％以上～７５％未満
８０団体（４１．５％）

・５０％未満
４９団体（２５．４％）

○平均回収率 ７９．４％

⑥ 汚水経費回収率別
合流式実施団体数（公共のみ）

・１００％以上
１９団体（ ９．８％）

・７５％以上～１００％未満
４５団体（２３．３％）

・５０％以上～７５％未満
８０団体（４１．５％）

・５０％未満
４９団体（２５．４％）

○平均回収率 ７９．４％



合流管率区分ベース
（公共下水道事業・供用開始後経過年数5年以上・汚水資本費単価０を除く）
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※ 汚水資本費単価には高資本費を含む。

汚水資本費単価・処理区域内人口密度
（公共下水道事業・供用開始後経過年数5年以上・汚水資本費単価0を除く）
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合流式と分流式の汚水資本費単価について

○合流式のみ実施している事業と分流式のみ実施している事業を比較する。

○合流式のみ実施事業は、以下の４事業。

参 考

団体名 供用開始後経過年数

（年）

処理区域内人口

（万人）

処理区域内人口密度

（人／ha）

処理区域面積

（ha）

有収水量密度

（㎥／ha）

汚水資本費単価

（円）

【合流式のみ事業】

東京都 国分寺市
28 11.2 98.3 1138 11.5 73.7

大阪府 守口市 38 15.0 130.6 1145 16.8 50.3

大阪府 大東市 32 10.7 122.9 874 13.5 62.2

大阪府 門真市 32 10.2 144.3 705 16.6 64.0

（円／㎥）



団体名 供用開始後経過年数

（年）

処理区域内人口

（万人）

処理区域内人口密度

（人／ha）

処理区域面積

（ha）

有収水量密度

（㎥／ha）

汚水資本費単価

（円）

【分流方式のみ事業】

神奈川県 海老名市
26 11.6 93.9 1232 10.9 94.2

神奈川県 座間市 26 11.1 104.4 1063 10.0 161.6

抽出結果を見ると、分流式のみ事業の汚水資本費単価は、合流
式のみ事業よりも高くなっている。

【類似事業の抽出要件について】
次の要件を全て満たす事業
①供用開始経過年数２５～３０年 ④処理区域面積１０００～１２００ha
②処理区域内人口１０～１２万人 ⑤有収水量密度１０～１２㎥／ha
③処理区域内人口密度９５～１１０人／ha

○分流式のみ実施事業（101６事業）のうち、合流式のみの東京都国分寺市と類似の事業を抽出

する。

（円／㎥）
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